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 規則
○ 調理師法施行細則の一部を改正する規則(保健医療政策課)

○ 製菓衛生師法施行細則の一部を改正する規則(保健医療政策課)

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(任用審査課)

 告示
○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(南部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(南部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(南西部地域振興センター)
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○ 測量法に基づく公共測量の実施(用地課)

○ 測量法に基づく公共測量の実施(用地課)

○ 測量法に基づく公共測量の実施(用地課)

○ 測量法に基づく基本測量の実施(用地課)

○ 雨水流出抑制施設の告示(河川砂防課)

○ 富士見市勝瀬原特定土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の届出(市街地整備課)

○ 森林公園緑道指定管理者の主たる事務所の所在地の変更(公園スタジアム課)

○ 放置駐車違反管理システムの賃貸借(会計課)

○ 通信指令システムの賃貸借(会計課)

○ カーロケータシステム車載装置の賃貸借(会計課)

○ カーロケータシステム車載装置の賃貸借(会計課)

○ 保管場所証明電子化システムの賃貸借に係る随意契約の公示(会計課)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 平成二十二年六月二日現在における選挙人名簿登録者数の五十分の一、三分の一の数等(選

挙管理委員会)

○ 包括外部監査の結果に関する措置状況の公表(監査第一課)
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則 

 
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
一
条
中
「
以
下
「
法
律
」
を
「
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
以
下
」
を
「
第
八
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」

を
「
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。 

 

第
八
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
厚
生
大
臣
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣
」
に

改
め
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
律
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ

の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        

埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号



規 
 

則 

 
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
以
下
「
法
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
（
法
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
菓
子
製
造
業
従
事
証
明

書
及
び
第
三
号
の
写
真
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
厚
生
大
臣
」
を

「
厚
生
労
働
大
臣
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
製
菓
衛
生
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十

一
年
厚
生
省
令
第
四
十
五
号
）
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
試
験
科
目
の
う
ち
」
に
、
「
同

条
に
規
定
す
る
者
」
を
「
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
二
百
五
十
八

号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
検
定
職
種
の
う
ち
、
菓
子
製
造
に
係
る
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

        

埼
玉
県
規
則
第
七
十
七
号



規 
 

則 

 
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

金 

野 

俊 

男 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
三
九 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
一
八
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
の
二
第
二
項
中
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
と
」
を
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
を
」
に
改

め
る
。 

第
六
条
の
二
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
含
む
。）」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
、「
同

条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
含

む
。）」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
の
三 

条
例
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下 

こ
の
号
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
世

話
を
行
う
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合 

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）

の
範
囲
内
の
期
間 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
、
第
三
号
の
二
」
を
「
か
ら
第
三
号
の
三
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
三
号
の
三
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ャ
イ
ル
ド
ル
ー
ム
す
た
あ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

志
村 

恵
美
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
戸
田
市
新
曽
三
九
七
番
地
メ
ゾ
ン
サ
フ
ァ
イ
ア
一
〇
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
達
と
そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、
子
育
て
の
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事

業
、
子
育
て
に
つ
い
て
の
イ
ベ
ン
ト
・
交
流
会
等
の
企
画
・
開
催
に
関
す
る
事
業
、
乳
幼
児
・

学
童
を
対
象
と
し
た
保
育
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
と
地
域

社
会
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
四
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
風
の
夢 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

山
﨑 

厚
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
並
木
三
丁
目
三
十
番
十
五
―
九
〇
二
号
サ
ン
ラ
イ
フ
並
木 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
に
対
し
、
動
物
愛
護
に
関
す
る
啓
発
事
業
、
及
び
、
動
物
保
護
、

飼
育
等
の
事
業
を
行
い
、
人
間
と
動
物
が
共
存
し
て
平
和
に
暮
ら
し
て
い
け
る
社
会
の
形
成
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
五
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ュ
ア
コ
ッ
ト
ン 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

小
川 

早
苗 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
大
井
八
三
七
番
地
七 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
・
障
害
者
に
対
し
て
、
社
会
福
祉
全
般
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
自

律
し
た
家
族
支
援
を
行
う
。
ま
た
、
社
会
福
祉
活
動
支
援
を
志
し
、
社
会
の
活
性
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
六
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ソ
ウ
ワ
ホ
ー
ム
歩
み
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

松
山 

征
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
志
木
市
本
町
五
丁
目
十
五
番
三
十
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
・
障
害
者
に
対
し
保
健
、
医
療
、
又
は
福
祉
の
増
進
と
雇
用
促
進
に

寄
与
す
る
と
と
も
に
、
一
般
市
民
及
び
企
業
に
対
し
、
ゴ
ミ
の
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
活
動

を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
へ
の
負
担
が
少
な
い
循
環
型
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に
お
い
て

備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ソ
レ
イ
ユ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

工
藤 

勤 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
角
山
一
〇
七
八
番
地
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
居 

 

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
保
険
法
に
基
づ 

 

く
居
宅
介
護
支
援
事
業
等
を
行
い
、
高
齢
者
と
そ
の
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
の 

 

で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
居 

 

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
保
険
法
に
基
づ 

 

く
居
宅
介
護
支
援
事
業
等
を
行
い
、
高
齢
者
と
そ
の
家
族
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
の 

 

で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

埼
玉
県
の
子
供
た
ち
及
び
青
年
・
高
齢
者
を
対
象
に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
て
、
体
力
・
技
術 

 

の
向
上
と
健
全
な
心
身
の
育
成
を
図
る
と
共
に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
介
し
て
幅
広
い
世
代
や
地
域
の 

 

人
た
ち
が
交
流
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
世
代
間
交
流
・
地
域
交
流
を
寄 

 

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
八
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
高
市
学
童
保
育
の
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

坂
本 

淳
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
原
宿
六
十
九
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
会
員
の
協
働
に
よ
る
運
営
の
も
と
、
保
育
が
必
要
と
さ
れ
ま
た
は
保
育
を
希

望
す
る
児
童
に
対
し
、
心
身
の
健
や
か
な
発
達
を
援
助
す
る
こ
と
に
よ
り
適
切
な
生
活
・
遊
び

の
場
を
設
け
、
地
域
社
会
と
の
交
流
に
よ
り
地
域
の
福
祉
の
向
上
、
地
域
の
環
境
保
全
及
び
健

全
で
豊
か
な
地
域
社
会
の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
す
も
す 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

鈴
木 

君
代 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
加
須
市
岡
古
井
字
川
面
一
〇
九
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
心
の
病
を
持
つ
方
々
に
作
業
の
場
を
提
供
し
作
業
訓
練
や
環
境
美
化
活
動
な 

 

ど
を
通
じ
て
生
活
リ
ズ
ム
を
整
え
社
会
参
加
が
で
き
る
こ
と
又
地
域
の
方
々
と
も
良
好
な
関
わ 

 

り
を
も
っ
て
社
会
貢
献
が
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

  

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitama

ken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
わ
や
か
福
祉
の
会
き
ら
り
び
と
み
や
し
ろ 

 
 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
き
ら
り
び
と
み
や
し
ろ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

安
部 

晨 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
川
端
三
丁
目
八
番
二
十
五
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
市
民
が
安
心
し
て
過
ご
せ
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、
利
用
す
る
側

の
視
点
に
立
っ
た
地
域
福
祉
サ
ー
ビ
ス
活
動
を
行
い
、
も
っ
て
住
民
の
福
祉
及
び
保
健
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
一
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitama

ken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
め
た
ま
ご 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

吉
田 

政
則 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
瀬
南
一
七
四
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
人
に
対
し
、
自
由
な
発
想
で
創
作
活
動
を
行
う
機
会
を
提
供
し
、

充
実
し
た
地
域
生
活
を
送
れ
る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
、
障
害
の
あ
る
人
が
自
分
の
能
力
を

発
揮
し
て
活
躍
で
き
る
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号



 

告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
三
号



１ 購入等件名及び数量 

滞納整理支援システム再構築業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部税務課税務総合オンライン担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

 丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年４月21日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

  55,965,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１

項第２号に該当 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

              

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
四
号



１ 購入等件名及び数量 

「映像作品のバリアフリー化推進事業」委託業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   埼玉県産業労働部産業拠点整備課総務・映像関連産業担当 埼玉県さいたま市

浦和区高砂３丁目15番１号 

 ３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

 特定非営利活動法人 メディア・アクセス・サポートセンター 埼玉県川口市

上青木３丁目12番63号 

５ 契約金額 

   39,666,558円
 

６ 契約の相手方を決定した手続 

   随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第

１項第１号に該当 



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量（
二
級
基
準
点
測
量（
道

路
拡
幅
に
伴
う
街
区
三
角
点
の
移
設
）
）
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日
終
了
し
た
旨
測
量

計
画
機
関
の
長
で
あ
る
川
越
市
長
川
合
善
明
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
八
十
六
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
作
成
）
は
、

平
成
二
十
二
年
五
月
十
九
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備

事
務
所
長
吉
田
耕
三
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
神
川
町
長
清
水
雅
之
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

神
川
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
神
川
町
都
市
計
画
図
作
成
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

神
川
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
寄
居
町
長
津
久
井
幹
雄
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

寄
居
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
・
四
級
基
準
点
測
量
及
び
現
況
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

寄
居
町
大
字
寄
居
地
内
（
寄
居
駅
南
口
地
区
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
北
本
市
長
石
津
賢
治
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

北
本
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
二
千
五
百
デ
ー
タ
更
新
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

北
本
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
十
七
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
八
百
四
十
九
号



告 
 

示 

 
 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

作
業
種
別 

 
 

基
本
測
量
（
土
地
条
件
調
査
） 

二 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
、
川
口
市
、
所
沢
市
、
草
加
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
、
鳩
ヶ
谷
市
、
朝
霞
市
、 

 
 

志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
、
八
潮
市
、
富
士
見
市
、
三
郷
市
、
吉
川
市
、
三
芳
町 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
八
―
四
八
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

深
谷
市
本
田
ヶ
谷
字
前
九
四
番
地
一
他
二
四
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

七
六
三
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

   

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
一
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

富
士
見
市
勝
瀬
原
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

吉 

田 

辰 

雄 
 

東
京
都
新
宿
区
水
道
町
二
番
十
号 

 

堀 

井 

昌 

平 
 

ふ
じ
み
野
市
大
字
苗
間
三
六
九
番
地 

 
 埼

玉
県
告
示
第
八
百
五
十
二
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
森
林
公
園
緑
道
の
指
定
管
理
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
管
理
者
の
名
称 

 
 

財
団
法
人
公
園
緑
地
管
理
財
団 

二 

変
更
後
の
指
定
管
理
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
文
京
区
関
口
一
丁
目
四
十
七
番
十
二
号 

三 

変
更
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日 

   

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
三
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
四
号



１ 購入等件名及び数量 

  放置駐車違反管理システムの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２丁目15番12号 

５ 契約金額 

  34,177,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

 項第２号に該当 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
五
号



１ 購入等件名及び数量 

  通信指令システムの賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２丁目15番12号 

５ 契約金額 

  33,009,812円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

 項第２号に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
六
号



１ 購入等件名及び数量 

  カーロケータシステム車載装置の賃貸借 150式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ＪＡ三井リース株式会社 東京都品川区東五反田２丁目10番２号 

５ 契約金額 

  32,432,400円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

 項第２号に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
七
号



１ 購入等件名及び数量 

  カーロケータシステム車載装置の賃貸借 136台 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ＪＡ三井リース株式会社 東京都品川区東五反田２丁目10番２号 

５ 契約金額 

  30,673,440円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

 項第２号に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
八
号



１ 購入等件名及び数量  

  保管場所証明電子化システムの賃貸借 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号  

３ 随意契約の相手方を決定した日  

  平成22年４月１日  

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所  

  住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社 大阪府北区中之島３丁

目２番18号  

５ 契約金額  

  57,551,340円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  随意契約  

７ 随意契約とした理由  

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１  

 項第２号に該当  

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
八
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

裕 

子 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
一
一
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日 

 
 

越
建
セ
第
七
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
八
一
六
―
四
、
八
一
七
―
一
、
八
一
八
―
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
五
―
四
―
一
五 

大
谷
ハ
イ
ム
Ａ
―
二
〇
一 

 
 

浅
倉 

孝
郎 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
八
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
三
四
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日 

 
 

越
建
セ
第
七
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
四
二
九
―
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
一
―
五
―
四 

ア
ー
バ
ン
ハ
イ
ツ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ⅱ
一
〇
一
号 

 
 

粂
原 

修
二 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
八
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

橘 
 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
十
九
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
〇
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日 

 
 

越
建
セ
第
七
五
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
清
地
字
裏
豊
後
一
二
二
二
、
一
二
二
四
―
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
清
地
一
二
二
四
―
二 

 
 

藤
村 

幸
雄
・
藤
村 

拓
也 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
六
十
五
号 

  

平
成
二
十
二
年
六
月
二
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十

四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総

数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

加 

藤 
 

 

憲 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
一
六
、
五
一
三
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

一
、
〇
三
七
、
六
〇
五
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
四
、
五
一
八
人 

 

南
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
三
四
、
一
五
八
人 

 

南
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
七
五
八
人 

 

南
第
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
六
、
九
八
〇
人 

 

南
第
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
九
、
五
六
四
人 

 

南
第
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
八
一
八
人 

 

南
第
七
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
五
、
五
七
一
人 

 

南
第
八
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
二
〇
八
人 

 

南
第
九
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
九
、
〇
四
七
人 

 

南
第
十
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
六
、
三
三
四
人 

 

南
第
十
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
九
、
一
五
四
人 



 

南
第
十
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
六
一
九
人 

 
南
第
十
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
〇
、
八
七
六
人 

 
南
第
十
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
一
、
五
五
一
人 

 

南
第
十
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
一
八
七
人 

 

南
第
十
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
三
五
九
人 

 

南
第
十
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
一
〇
一
人 

 

南
第
十
八
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
二
、
六
八
八
人 

 

南
第
十
九
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
三
七
六
人 

 

南
第
二
十
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
一
、
三
〇
八
人 

 

南
第
二
十
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
六
、
六
一
四
人 

 

南
第
二
十
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
四
、
一
一
六
人 

 

南
第
二
十
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
、
六
二
五
人 

 

西
第
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
二
、
八
〇
二
人 

 

西
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
五
三
二
人 

 

西
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
六
八
六
人 

 

西
第
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
三
、
二
〇
九
人 

 

西
第
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
五
三
七
人 

 

西
第
六
区 
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平成１９年度の包括外部監査結果に対する措置状況

項　目 概　　　　　要
【指摘６】
　大宮公園
直営管理結
果の分析と
県民への説
明について
（公園）

　大宮公園の直営化を決定する際に、直営化の理由とした前述
の４点は、決定当時とその後の状況からみて、直営化の必要性
を十分説明できるものとはみられない。また、当監査時点で
は、当初直営化の理由とした「技術の習得」についての資料は
示されず、直営化の意義を客観的に評価することはできなかっ
た。
　従って、大宮公園については、直営管理することについて、
改めてメリット・デメリットを整理した上で、直営管理によっ
て蓄積したノウハウの活用方法と併せて、県民に十分な説明を
行うべきである。
　その上で、直営管理の必要性について、県民に十分な説明が
できない場合には、他の県営公園と同様に指定管理者へ委託を
行い、県は業務委託者として厳格に、指定管理者の業務実施状
況を検証することに専念すべきである。

　指定管理者による他の公園の管理運営状況の検証を踏まえて大宮
公園の管理形態について検討した結果、平成２２年度から、園地管
理が中心となっている大宮第二公園及び大宮第三公園については、
指定管理者制度を導入することとした。
　しかし、大宮第一公園については双輪場、硬式野球場などその管
理に当たって特殊なノウハウを要する施設があり、施設管理者に対
する多方面からの多岐にわたる要望に臨機応変な対応が求められる
ため、これまでどおり直営管理とする。
  なお、大宮公園の管理形態については、上記の理由により直営、
第２、第３公園については指定管理者により管理することを、３月
２３日から「埼玉の都市公園・大宮公園」ページに掲載し、広く県
民に周知し、理解を求めた。

公園スタ
ジアム課

【指摘９】
　事業計画
の解消につ
いて（テク
ノグリーン
センター建
設用地）

　テクノグリーンセンター建設用地は、熊谷市の中心部に未利
用地として残されたままとなっている。
　当初の構想が、社会経済環境の変化によって頓挫し、抜本的
な見直しを平成７年に開始してから、既に12年以上が経過して
いるにも関わらず、依然として利用計画すら定まっていない状
況である。
　平成19年３月に用地の活用方法の調査結果があったが、用地
の活用については、いまだ決定されていない。
このように利用計画が一向に進展しなかった要因は、
　① テクノグリーンセンター構想に拘泥し、用地の事業化が困
難となったこと
　② 県と熊谷市との間で活用方法決定の責任の所在が明らかで
なかったこと
の２つにあるものと考えられる。
　そこで、引続き「テクノグリーンセンター」の名称を使用
し、あたかも当初の事業計画が存続しているかのような現在の
状態を解消し、ここに至った経緯を総括すべきである。

　テクノグリーンセンターは、昭和６０年に策定されたテクノグ
リーン構想に基づき建設用地を確保し、整備に向けて検討を行って
きた。しかしながら、バブル経済の崩壊や長引く景気低迷といった
社会経済情勢の変化の中で、民間企業の事業参画意欲が減退し、事
業化が困難な状況となっている。
　そのため、これまでの取組内容を評価・検証した結果、新たな埼
玉県５か年計画「ゆとりとチャンスの埼玉プラン」の策定に当たっ
ては、「テクノグリーンセンター整備構想の見直し」に取り組むこ
ととした。
　現在、県からの働きかけにより、地元熊谷市が中心となって進め
ており、市では、まちづくりのグランドデザインとなる中心市街地
活性化基本計画（案）の中で、一体的に進めることとした。
　また、現地の看板も「この土地はテクノグリーンセンターの建設
予定地です。」というものから「埼玉県有地、熊谷市有地」という
看板に改め、当初の事業計画が存続しているかの誤解を与える表現
を解消した。

産業拠点
整備課

　監査テーマ：県有財産の管理と活用について

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容

担当課所
(団体)



項　目 概　　　　　要
【指摘２】
　収納済通
知票の記載
不備（出納
員又は分任
出納員の氏
名欄が空
白）（母子
寡婦福祉資
金貸付金）

　埼玉県入間東福祉保健総合センターにおいて監査を実施した結果、収納済通知票における
出納員又は分任出納員の氏名欄が全て空白となっていた。
　貸付金の償還金を金銭により受領した証拠書類となる重要な書類であるとともに、不正防
止の必要からも氏名欄には、金銭を受領した者が記載しなければならない。

　母子寡婦福祉資金貸付金の償還金を受領する際の証拠
書類となる収入済通知票の記載方法について担当者説明
会で、周知徹底を図った。
　今後も年度当初に説明会を開催するなどして、記載方
法について定期的に指導をしていく。

こども安
全課

【指摘３】
　借用書の
記載不備
（母子寡婦
福祉資金貸
付金）

　埼玉県入間東福祉保健総合センターにおいて監査を実施した結果、25件のサンプリングの
うち3件について、母子福祉資金借用書に契約日が記入されていなかった。契約日の記載のな
い契約書は契約書として法的要件に不備が生じるものである。
　借用書は、福祉保健総合センターに提出され、借用書の記載内容、印鑑等を照合審査する
ことになっている（母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則第6条第１項、母子
福祉資金及び寡婦福祉資金事務取扱要領5（2））。
　確認漏れを防ぐためにチェックリスト等を作成して有効に運用する必要がある。

　母子寡婦福祉資金貸付金の借用書の記載方法や確認方
法について担当者説明会で新たに作成したチェックリス
トを配布するなどして確認作業手順の周知徹底を図っ
た。
　今後も年度当初に説明会を開催するなどして、記載方
法について定期的に指導をしていく。

こども安
全課

【指摘４】
　母子寡婦
福祉資金の
貸付金額の
入力誤りに
ついて（母
子寡婦福祉
資金貸付
金）

　埼玉県入間東福祉保健総合センターにおいて監査を実施した結果、25件のサンプリングの
うち1件について貸付金額の入力誤りがあった。
借用書は、福祉保健総合センターに提出され、借用書の記載内容、印鑑等を照合審査するこ
とになっている（母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する規則第6条第１項、母子福
祉資金及び寡婦福祉資金事務取扱要領5（2））。
　確認漏れを防ぐためにチェックリスト等を作成して有効に運用する必要がある。

　母子寡婦福祉資金システムへ入力する貸付金額に誤り
が生じないよう、入力作業時に帳票を出力して決裁をと
るなど、複数の目で確認し単純ミスを防ぐチェック体制
を構築するよう指導した。
　また、借用書の確認漏れが生じないよう担当者説明会
で新たに作成したチェックリストを配布し、確認手順の
周知徹底を図った。

こども安
全課

【指摘５】
　連帯保証
人の状況把
握が不十分
（母子寡婦
福祉資金貸
付金）

　埼玉県入間東福祉保健総合センターにおいて監査を実施した結果、平成19年度に不納欠損
処分を行った2件のうち1件について、連帯保証人が行方不明となった場合は、保証人の変更
手続きをとる必要があったが、そのまま放置されていた。連帯保証人の状況についても定期
的に確認する必要がある。

　連帯保証人の所在確認を適正に行うため、連帯保証人
に償還状況を知らせる通知書を出力できるよう母子寡婦
福祉資金システムを改修した。　これにより、連帯保証
人に対し、年度末１回の通知書の送付を基本としながら
も、延滞月数や金額に応じては年数回、随時に送付すこ
ととも可能となったことから、定期的に所在を確認する
こととした。

こども安
全課

　監査テーマ：貸付金に関する財務事務の執行について

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容

担当課所
(団体)

平成20年度の包括外部監査結果に対する措置状況



項　目 概　　　　　要

　監査テーマ：貸付金に関する財務事務の執行について

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容

担当課所
(団体)

【指摘７】
　書類の不
備事項（不
存在、記載
不備）（理
学療法士等
修学貸付
金・介護福
祉士等修学
資金貸付
金）

　入手することが定められている書類がないものが３件、書類の記載不備が１件あった。
　具体的には、誓約書（規則第1条1項1号ロ）がないものが2件、誓約書に記載不備のあるも
のが1件、卒業証書（規則第9条）がないものが1件あった。
　このような事態が生じた理由を担当者及びその上司に質問したところ、「平成10年に衛生
部と福祉部の統合により健康福祉部が設置され、部局の引越しを行ったため、その際に紛失
してしまったのではないか」との回答を得た。
　誓約書は貸付申請時に必要な書類であるため、入手しなかったこととは考えにくく、引越
作業中に紛失してしまった可能性が高いと思われる。卒業証書は貸付後に入手すべき書類で
あるので、入手するのを失念したのか、入手したが紛失したのかは今となってはわからな
い。いずれにしても、今後は書類の徹底管理が望まれる。

　貸付金申請関係書類の紛失や不備事項を防ぐため、書
類の管理方法を年度ごとの管理から個人ごとの管理方式
に改めるとともに、担当内のチェック体制を構築しマ
ニュアル化した。
　また、個人ごとに管理する書類を債権の状況別（猶予
中、返還中、完結）に分類し、担当内全員で定期的な検
査と厳重な保管に努めることとした。

社会福祉
課

【指摘８】
　貸付金残
高の集計方
法の問題点
（残高が過
大）（看護
師等修学資
金貸付金）

　貸付金の推移における平成19年度末貸付金残高3,992,601千円には、平成19年度に行った免
除金額359,292千円が控除されず、含まれたままになっていた。理由を確認したところ、県の
公表資料である財産調書における貸付金年度末残高は、それまで免除額を控除しない金額を
記載していたからとのことである。
　県の決算用数値報告書の様式に、「免除」の欄がなかったことから誤解が生じたようであ
る。個人別の貸与台帳では、免除額は差し引かれ、正しい貸付金残高が管理されている。し
かし、それを年度末時点で区切って、集計する機能がシステムになく、現状は、パソコンの
表計算ソフトで残高を別途管理している状況である。
　平成20年度末の貸付金残高は、前年度まで控除されていなかった過去の免除額を控除した
正しい数値を算出するため作業中で、影響額は概算で30億円と説明を受けた。10,000人に上
る個人別のデータとその集計値を正しく管理するためには、システムによる対応が不可欠で
ある。県の貸借対照表の数値そのものに係ることなので、早急に対応が必要である。

 平成２０年度決算において、過年度に免除決定しなが
ら貸付金残高から控除されていなかった金額を一括して
控除し、正しい残高に修正した。また、平成２１年度よ
り、看護師等修学資金・育英奨学金システムを稼働さ
せ、システムにより貸与及び返還の状況を管理してい
る。
 システムによる集計・全体の把握については、システ
ム再開発時を目途に集計機能を付与することで、システ
ム開発業者と調整を開始した。なお、現在は、システム
と表計算ソフトを併用して債権額を把握している。

医療整備
課

【指摘９】
　貸付金の
残高は、制
度別に管理
するべき
（看護師等
修学資金貸
付金）

　看護師等修学資金貸付金と後述する看護師等育英奨学金貸付金の残高が、区別して把握さ
れていない。制度が異なり、かつ両方の制度利用が同時に不可避的に生ずるのでなければ、
借受人も異なるはずであり、制度別に集計するべきである。

　当該貸付事業は２種類の貸付を行っているが県事業と
しては貸与事業として予算上は１事業のため一括した内
訳残高表により管理している。
　ただし、両制度の貸付金の残高については、個別に把
握・管理しており、２０年度決算においては、残高の総
額及び制度ごとの内訳について報告している。

医療整備
課



項　目 概　　　　　要

　監査テーマ：貸付金に関する財務事務の執行について

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容

担当課所
(団体)

【指摘10】
　債権整理
に向け然る
べき法的手
続きを採る
べき（中小
企業高度化
資金貸付
金）

　本件は、平成19年8月に民事再生手続きを終結し、主債務者であるX社は破綻している。ま
た、諸般の事情を考慮すると、連帯保証人からの回収も不可能と考えられる。
　回収不能な債権をそのままにしておくことは、財政の健全化の観点から望ましいものでは
なく、中小機構と協議の上、条件が整い次第、県として採れる然るべき法的手続きを講じる
べきであると考える。

本件延滞債権について、完済は不可能であるため、平成
21年2月定例会に権利放棄の議案を提出し、3月に議決を
得て不納欠損処分を行った。また（独）中小企業基盤整
備機構からの埼玉県借入れ分について平成21年5月に債
務免除を受けた。

金融課

【指摘18】
　育成セン
ター及び融
資機関（農
協）に関す
る財務情報
を入手すべ
き（就農支
援資金貸付
金）

　就農支援資金貸付金について、育成センター及び融資機関（農協）に関する財務情報を得
ることを制度化すべきである。
　即ち、県は貸付金の管理として、転借者である認定就農者の情報とともに、県の直接の債
務者が育成センター及び農協である以上、それらの財政状況・業績を把握するために、決算
書等の財務情報を当然把握しておくべきである。
　現在、何らかの形で、当然かかる情報を入手しているであろうが、これを規則等で定めて
おくことが必要ではないかと考える。
　

　県は県貸付金の貸付先である育成センター及び融資機
関（農協、農林公社）の財務諸表により年一回（各法人
の決算状況が確定する時期で、概ね５月～８月頃を中心
に）財務状況を確認する旨、県就農支援資金貸付金貸付
等要領を一部改正（平成２１年４月１日適用）した。

農業支援
課

【指摘19】
　融資の可
否決定と貸
付の手続き
以外につい
ても業務フ
ロー図の作
成を（農業
改良資金貸
付金）

　業務フロー図は、融資の可否決定と貸付の手続きにのみ作成されており、債権管理及び回
収業務等については作成されていない。融資の可否決定と貸付の手続き以外は、「埼玉県農
業改良資金事務処理要領」の規定に従って行っている。
　しかしながら、業務フロー図を作成することによって、業務内容を視覚化でき、事務処理
要領等の文章よりも業務内容を早く把握できる、そして大きな組織の場合、業務の非効率な
箇所を発見し改善することができるメリットがある。
　また、個々の担当者にとっても自己の業務の改善につながり、さらに、担当者の交代ある
いは病欠等の不測の事態が発生した場合にも即時の対応ができると考える。
　したがって、融資の可否決定と貸付の手続き以外の業務についても業務フロー図を作成す
べきである。

　業務フロー図に関しては、「埼玉県農業改良資金事務
処理要領」に融資の可否決定及び貸付手続きに関しては
フロー図の記載があったが、滞納に関する処理手続きに
関しては、文章の記載だけでフロー図がなくわかりにく
かった。そのため、前記要領の７条関係として、延滞発
生から、県信連による償還指導、督促状の発付、現地調
査、法的手段による回収に至るまでを事務処理規程に
沿った形で延滞フローを作成した。

農業支援
課



項　目 概　　　　　要

　監査テーマ：貸付金に関する財務事務の執行について

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容

担当課所
(団体)

【指摘20】
　不納欠損
処分する合
理的基準の
策定を行う
べき（埼玉
県緊急住宅
復旧資金貸
付金）

　Ｂ氏への貸付金に関しては、本人が5年間消息不明（住民票の移動はなく、当該町役場とも
情報交換済）であり、連帯保証人にも資産がなく回収の見込みが立たない。よって、これ以
上の臨宅等は人件費等の無駄になってしまう。以上から、不納欠損処分を行うべきである。
　この点、現在は「不納欠損処分する・しない」は、担当者レベルの判断になっている。そ
して、不納欠損処分するためには、議会での承認が必要になるため、先送りする傾向にあ
る。そこで、全庁的に不納欠損処分する合理的基準を明示し、担当者の考え方に左右されな
いで、不納欠損処分ができるシステムを導入すべきである。

　本案件については、債務者の時効援用の見込みがな
く、不納欠損として整理することは困難である。住宅課
では、不納欠損の判断が担当者レベルであったことを改
め、年度末に組織として債権管理簿を確認し、「不納欠
損処分するか否か」の判断を組織的に行うよう事務処理
方法を改めた。
　また、全庁的にも不納欠損処分が担当者の考え方に左
右されることなく、適正に運用される必要がある。この
ことから、財務研修において、不納欠損処分する合理的
基準に従った事務手続きについても、会計管理者依命通
達第２０３条関係(債権の時効等による消滅）を明示し
指導した。

住宅課

出納総務
課



項　目 概　　　　　要
【指摘21】
　決算統計
の債務負担
行為限度額
の検証が不
十分（民間
社会福祉施
設整備促進
事業損失補
償）

　社会福祉課が報告している決算統計の債務負担行為限度額は、平成17年度は12,516,360千
円、平成18年度は7,019,716千円、平成19年度は5,272,420千円であった。正しい金額は、上
記表の貸付金残高である。
　このように差異が生じている原因を社会福祉課担当者に確認したところ、債務管理システ
ムの不具合によるものであったと回答を得たが、今回の指摘まで長年にわたり上記差異に気
付かず、放置されていたことに問題である。
　これは、決算報告の起案文書に根拠文書の添付が規定されておらず、担当職員の上司等複
数の職員がチェックする体制が取れていなかったことが原因と考えられる。
　起案文書は、担当職員のみならず上司も決裁印を押印し確認することになっているのであ
るから決裁手続きを適正に運用する必要がある。

　決算統計時の債務負担行為限度額の確認を確実に行う
ため、次の取組を行うこととした。
　①　一時的な手管理によるデータの保存は事務が集中
　　した場合の特例的な措置とし、速やかに全てのデー
　　タを債務管理システムに入力するよう事務作業の統
　　一化を図った。
　②　各課に予算一覧表を送付し、債務管理システムの
　　データと一致しているか確認の依頼をすることによ
　　り、複数の目でデータの正確性の確保に努めた。
　③　決算報告の起案に際して、概要版のみの添付か
　　ら、証拠書類一式を添付し、複数人により確認する
　　ように事務を改善した。

社会福祉
課

平成20年度の包括外部監査結果に対する措置状況

　監査テーマ：損失補償・債務保証に係る財務事務の執行について

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容

担当課所
(団体)



項　目 概　　　　　要

　監査テーマ：損失補償・債務保証に係る財務事務の執行について

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容

担当課所
(団体)

【指摘22】
　書類の保
存期間の設
定が不適当
（民間社会
福祉施設整
備促進事業
損失補償）

　平成19年度末の貸付金残高のうち多額な貸付先を当初に監査対象としてサンプリングした
が、そのうち平成14年度以前の貸付についての融資申込書（「埼玉県民間社会福祉施設整備
促進事業実施要綱」における様式１）等の書類は廃棄処分されていた。
　福祉部高齢者福祉課からの回答は、以下のとおりである。
　民間社会福祉施設整備促進資金融資申込書は、「埼玉県文書管理規則」（平成13年3月30日
規則第61号）の第8条第1項における文書種類のうち別表中第3種文書等の「２　通知、申請、
届出、報告、新達等で重要なもの」に該当するものとして取り扱ってきた。この第3種文書の
保存期間は5年であり、貸付年度が平成14年度以前のものについては、既に5年の保存期間が
満了したことから、「埼玉県文書管理規則」第10条に基づき廃棄処分したものである。
　上記保存期間の起算日は、「当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の四月
一日」（「埼玉県文書管理規則」（以下「規則」という。）第八条第三項）である。
　この完結とは､「事案の処理が終了すること」(規則第二条一項九号)である。
　「一般的に、事案処理により生じる書類は当該事案処理に当たっての根拠となるものであ
り、そのような観点を踏まえて、各担当課所長が当該文書の保存期間を適正に定めなければ
ならない。」と文書課より回答を得た。
　福祉部高齢者福祉課において保存すべき書類量が多いとの現況には理解するが、文書課と
の確認が不十分で、償還期間10年の資金に関する書類を5年の保存期間と定めたことは適当で
はなく、少なくとも10年以上の保存期間とすべきであったと考える。
　なお､上記問題点について､平成20年11月13日に文書課から以下の回答を得た｡
　「文書管理規則別表で定める基準に基づき、課所長が当該文書等に係る法律関係の継続す
る期間を考慮して、適正な保存期間を定めることを徹底する。」
　具体的対応策として、
　①「文書事務の手引き」及び「ファイリング・システムの手引」の改正
　　保存期間の基準の考え方を明確化し、課所長が適正な保存期間を定められるように保存
　　期間に係る文書を、「保存期間は、文書管理規則の別表の基準により、課所長が『当該
　　文書等に係る法律関係の継続する期間等を考慮して適正に』定めます。」（『』部分を
　　追加改正）に改正し、県庁ＬＡＮ電子掲示版に掲載する。
　②「文書だより」、「メールマガジン」による周知徹底
　　上記改正内容を「文書だより」、「メールマガジン」で全庁に通知し、周知徹底を図
　　る。
　③文書管理状況（実地）調査による個別指導（平成21年度予定）
　　文書の管理状況を書面で全庁的に実施しており、そのうち詳細な調査を要する課所を絞
　　り込んで実地に調査している。当該実地調査の調査項目に新たに組み込む。
　④文書管理研修による指導（平成21年度予定）
　　各課所内の文書事務に関する指導体制の強化を図るため、文書管理責任者等を対象とし
　　た研修のテーマとして取り上げる。
　　上記対応策が全庁的に周知徹底されれば、福祉部高齢者福祉課と同様の認識はなくな
　　る。

　民間社会福祉施設整備促進資金融資申込書について、
当課の事務室で常時使用する必要がある文書として、融
資案件の償還期間が終了するまで保存することとした。

　適正な保存期間の周知徹底のため、次のとおり、対応
した。
　①　文書事務の手引き」及び「ファイリング・システ
　　ムの手引」を改定し、その旨を追加した（平成
　　２１年３月版）。
　②　「文書だより第４２号（平成２０年１０月）」、
　　「メールマガジン№１０（平成２０年１０月１０
　　日）」を発出し、職員周知を図った。
　さらに、
　③　文書管理状況（実施）調査による個別指導を行っ
　　た（平成２１年７月から平成２２年２月）。
　④　文書管理研修による指導を実施した（平成２１年
　　７月１３～１６日）。

高齢介護
課

文書課



項　目 概　　　　　要

　監査テーマ：損失補償・債務保証に係る財務事務の執行について

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容

担当課所
(団体)

【指摘23】
　文書の廃
棄手続きの
一部不実
行、「廃棄
文書一覧
表」へ廃棄
印等の押印
を（民間社
会福祉施設
整備促進事
業損失補
償）

　上記廃棄処分された文書のうち一部につき文書保存（引継）台帳を確認したが、廃棄年月
日欄が空欄となっていた。
　「埼玉県文書管理規程」（平成13年3月30日訓令第22号）の第49条第1項において上記文書
等についての廃棄の決定は「廃棄予定年月日及び廃棄の方法を記録した文書等を作成して行
わなければならない。」とし、同第2項において当該文書等について「文書保存（引継）台帳
が作成されているときは、主務課長にあっては当該文書等に係る文書保存（引継）台帳に、
文書課長にあっては当該文書保存（引継）台帳の写しに、廃棄年月日を記入しなければなら
ない。」と規定している。
　文書課によると、平成19年度の文書廃棄手順は、以下のとおりである。
　①平成19年1月31日に、各課所に対して保存期間が満了する文書の廃棄に係る協議文書を施
　行
　②各課所から回答があった文書については、各課所への引継ぎ又は保存期間の延長を実
　施、残りの文書については、廃棄手続に入る。
　③廃棄決定手続（平成19年4月10日起案、4月12日決裁）
　④廃棄実施（平成19年4月16日、17日）
　業者に委託し、リサイクル施設で溶解処理を行った。
　文書保存（引継）台帳における廃棄年月日欄が空欄となっていた理由は、文書課におい
て、上記④の廃棄実施を福祉部高齢者福祉課に通知することを怠ったため、福祉部高齢者福
祉課で文書保存（引継）台帳に廃棄年月日を記載しなかったことによる。
　文書課においては、文書廃棄手順を順守することはもちろんのこと、福祉部高齢者福祉課
においても、文書保存（引継）台帳の管理保存を怠ることなく、年度の終了時までには文書
課に文書廃棄の確認を実施する必要がある。
　また、文書課では、上記台帳での項目が膨大な数になるため、当該台帳に廃棄年月日を記
載することに替えて、当該台帳を「廃棄文書一覧表」の別冊にファイルし、その巻頭に廃棄
年月日を記入している。
　この「廃棄文書一覧表」の中身自体は、文書保存（引継）台帳の写しと同じ内容であるた
め、「廃棄文書一覧表」のページ毎に廃棄年月日を記載した廃棄印等を押印する等文書保存
（引継）台帳の写しと区別する必要がある。

　これまでは、廃棄処理後、庁内に廃棄年月日を周知す
る通知を行っていなかったが、平成２１年度について
は、Ｈ２１．６．５付け文書（文第１４４号）で県庁内
関係課に廃棄年月日を通知した。
　今後は、文書の送付に依らずに文書管理システムを使
用して県庁内各課に周知することとした。
　また、これまで、廃棄文書一覧表の１ページ目にのみ
記載していた廃棄年月日をページ毎に記入することとし
た。

文書課
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